
「建築設備診断技術者」資格制度について 
 

 

「建築設備診断技術者」の資格は、講習の修了が認められた者が、下記のと

おり、登録を申請し、登録簿に登録することによって、公益社団法人ロングラ

イフ ビル 推進 協会 及び一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターから与え られ 、

資格者には登録証が発行されます。 

資格者として登録された建築設備診断技術者は、診断業務の品質を確保する

ために診断業務の範囲、方法等を定めた「建築設備診断業務指針」を標準とし

て、建築設備診断を行うものとされています。 

こ の た め 、 資 格 取 得 講 習 で は 、「 診 断 業 務 指 針 」 を 軸 と し た 講 習 テ キ ス ト を

使用し、講習を行います。 

 
     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 
 

 

１ ．  登 録 申 請  

講 習 を 修 了 さ れ た 方 は 、 登 録 の ご 案 内 を お 送 り い た し ま す の で 、 資 格 者 登 録 を 申 請 下 さ い 。  

登 録 料 は 11,000 円 （ 消 費 税 （ 10％ 、 1,100 円 ） 込 ） で す 。  

な お 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 修 了 者 は 、 登 録 を 受 け る こ と が で き ま せ ん 。  

・ 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人  

・ 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 刑 の 執 行 を 終 り 、 ま た は 刑 の 執 行 を 受 け る こ と

が な く な っ た 日 か ら ２ 年 を 経 過 し て い な い 者  

・ 建 築 物 の 関 係 法 規 に 違 反 し 、 罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 刑 の 執 行 を 終 り ２ 年 を

経 過 し て い な い 者  

・ 破 産 者 で 復 権 を 得 て い な い 者  

 

２ ． 登 録 証 の 交 付 と 資 格 者 名 簿 の 公 表   

資 格 者 と し て 登 録 さ れ た 方 に は 、「 建 築 設 備 診 断 技 術 者 」 の 資 格 者 登 録 証 を 交 付 し ま す 。 登

録 さ れ た 方 の み が 、 資 格 者 を 名 乗 る こ と が で き ま す 。  

ま た 、 資 格 者 の 登録番号・氏名・業務実施都道府県名等を登 載 し た 「 登 録 者 名 簿 」 を ホ ー ム ペ ー

ジ に 掲 示 し て 一般の閲覧に供し、診断業務を発注しようとする方々に情報提供します。  

 

３ ． 登 録 の 有 効 期 限 及 び 更 新  

今 回 （ 令 和 ７ 年 度 ） の 登 録 の 有 効 期 限 は 令 和 １ ３ 年 3 月 31 日 （ 有 効 期 間 約 ５ 年 ） で す 。  

有 効 期 限 前 に 更 新 登 録 の 要 件 （ 更 新 講 習 受 講 又 は レ ポ ー ト 提 出 ） を 満 た す こ と に よ り 、 更

新 登 録 で き ま す 。  

 

 

 

 

 

公益社団法人 ロングライフビル推進協会（BELCA） 

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター（BEEC） 
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建築設備診断技術者の資格登録のフロー 


